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発
行
定
日

毎
週
火
曜
日
及
び
金
曜
日

平
成
十
七
年
六
月
三
十
日
現
在
に
お
け

一

る
県
の
議
会
の
議
員
及
び
知
事
の
選
挙

権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
五
十
分
の
一

の
数
並
び
に
県
の
議
会
の
議
員
及
び
知

事
の
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
う

ち
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た

数
と
四
十
万
を
超
え
る
数
に
六
分
の
一

目

次

ペ
ー
ジ

を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得
た

数平
成
十
七
年
六
月
三
十
日
現
在
に
お
け

一

る
県
の
議
会
の
議
員
の
選
挙
の
橿
原
市

選
挙
区
に
お
け
る
県
の
議
会
の
議
員
の

選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
三
分
の

一
の
数

奈
良
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
二
十
七
号

平
成
十
七
年
六
月
三
十
日
現
在
に
お
け
る
県
の
議
会
の
議
員
及
び
知
事
の
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総

数
の
五
十
分
の
一
の
数
並
び
に
県
の
議
会
の
議
員
及
び
知
事
の
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
う
ち
四

十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
を
超
え
る
数
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算

し
て
得
た
数
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

平
成
十
七
年
六
月
三
十
日

奈
良
県
選
挙
管
理
委
員
会

委
員
長

白

井

喜

五
十
分
の
一
の
数

二
三
、
二

七
人

四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
を
超
え
る
数
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と

を
合
算
し
て
得
た
数

二
六

、

五
八
人

奈
良
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
二
十
八
号

平
成
十
七
年
六
月
三
十
日
現
在
に
お
け
る
県
の
議
会
の
議
員
の
選
挙
の
橿
原
市
選
挙
区
に
お
け
る
県

の
議
会
の
議
員
の
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
三
分
の
一
の
数
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

平
成
十
七
年
六
月
三
十
日

奈
良
県
選
挙
管
理
委
員
会

委
員
長

白

井

喜

橿
原
市
選
挙
区

三
三
、
二
五
九
人

選
挙
管
理
委
員
会
告
示

選
挙
管
理
委
員
会
告
示



奈

良

県

奈
良
市
登
大
路
町
三

電
話

七
四
二

二
二

一
一

一
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【
定

価
】

一
か
月

二
千
三
百
円

一
部
売
り

一
枚
に
つ
き
三
十
円
（
共
に
、
送
料
別
）

本
誌
は
再
生
紙
を
使
用
し
て
い
ま
す
。
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